
 

 

災害援護資金（貸付）制度について 

 

１ 災害援護資金制度とは 

  災害により負傷又は住居，家財（車，バイク等を除く。）の損害を受けた方に対し，

生活再建に必要な資金を貸し付ける制度です。 

 

２ 対象となる方 

    次の (1)～ (4)すべてに該当する世帯の世帯主が対象です。 

（1） 被害を受けた当時，調布市内に住所を有していた方 

（2） 以下のいずれかの被害を受けた方  

ア 世帯主が災害により負傷し，療養期間が概ね１か月以上 

イ 家財に３分の１以上の損害 

ウ 住居の半壊，全壊又は滅失・流失 

(3)  前年の総所得金額が次の表未満の世帯の方 

世帯人員 市税における前年の総所得金額の合計 

１人 ２２０万円未満 （給与収入のみの場合：３４０万円未満） 

２人 ４３０万円未満 （    〃    ：６０５万円未満） 

３人 ６２０万円未満 （    〃   ：約８２２万円未満） 

４人 ７３０万円未満 （    〃   ：約９４４万円未満） 

５人以上 １人増すごとに７３０万円に３０万円を加えた額未満 

  ※ただし，住居が滅失した場合は，世帯人員にかかわらず１，２７０万円（給与収入
のみの場合：１，４９０万円）未満 

（4） 市税に未納がない方（貸付けができない場合があります。） 

 

３ 貸付限度額 

※被災した住居の建て直しに際し，その住居の残存部分を取り壊さなければならない等

の特別な事情がある場合には（  ）内の額となります。 

 

   災害援護資金（国制度） 東京都災害援護資金（都制度） 

世帯主の状況 
１か月以上の負

傷がある場合 

１か月以上の負

傷がない場合 

１か月以上の負

傷がある場合 

１か月以上の負

傷がない場合 

貸付限

度額 

当該負傷のみ 150万円 ― 

150万円 

（左記限度額を超えてなお,

貸付金を必要とする場合） 

家財の３分の

１以上の損害 
250万円 150万円 

住居の半壊 
270万円 

（350万円） 

170万円 

（250万円） 

住居の全壊 

350万円 

250万円 

（350万円） 

住居全体の滅

失又は流失 
350万円 



 

 

４ 貸付期間 

  １０年（据置期間３年を含みます。） 
  ※据置期間とは償還が猶予される期間です。据置期間経過後の４年目から償還を開始

していただきます。 
 

５ 利子 

(1) 連帯保証人あり：無利子（据置期間を含む全ての貸付期間において無利子） 

 (2) 連帯保証人なし：１．０％／年（据置期間後の４年目から適用。据置期間は無利子） 

  【連帯保証人の要件】 

①連帯して債務を負担する能力があり，弁済の資力を有する（給与収入のある）こと 

②調布市内に居住していること（市内にいない場合は，市外に居住している方も可） 

③申込人と同一世帯，同一生計でないこと 

   ④連帯保証人となる方又はその世帯員が災害援護資金の借受をしてないこと， 

また，すでに他の災害援護資金の連帯保証人となっていないこと 
 

６ 貸付の流れ・必要書類等 

(1) 貸付の流れ 

①借入申請→②市による審査・調査→③貸付決定→④貸付手続→⑤貸付金支出 
※申請から約３０日程度で貸付開始となる予定です。 

 

(2) 申込時に必要なもの 

  世帯主 連帯保証人 

① 借入申込書（所定のもの） 〇 － 

② 身分証明書の写し（運転免許証，健康保険証等） 〇 〇 

③ 診断書の写し（世帯主に１か月以上の負傷がある場合） 〇 － 

④ り災証明書の写し（住居に被害がある場合） 〇 － 

⑤ 所得証明書（平成３１年１月２日以降に転入した方） 〇 － 

  ※その他の書類の提出をお願いする場合があります。詳細はお問い合わせください。 

   ※借入申込書につきましては，都制度も利用する場合，２枚提出していただきます。 
 

(3) 貸付時に必要なもの 

  世帯主 連帯保証人 

① 決定通知書（所定のもの） 〇 － 

② 借用書（所定のもの） 〇 － 

③ 印鑑証明書 〇 〇 

④ 通帳（又はカード）の写し 〇 － 

⑤ 請求書（口座振替依頼書）（所定のもの） 〇 － 

   ※貸付時に必要なものの詳細は，決定通知書と一緒に御案内します。 
※償還開始時に，市から納付書をお送りします。 

 

７ 申請期限 

  令和２年１月３１日 

 

８ 問合せ 

  調布市総務部総務課    電話 ０４２－４８１－７３４１  


